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人の動き
令和 7年 6月 1日現在
住民基本台帳から

（　）内は前月からの増減
【人口】�19,048 人�（+2 人）
【男性】���9,292 人�（+2 人）
【女性】���9,756 人�（�0 人）
【世帯】���8,288世帯 �（+15世帯）
【転入】60人【転出】53人
【出生】11人【死亡】16人

募集・イベント・相談など
さまざまな情報を掲載しています。
詳細はお問い合わせください。

火災・救急・交通事故
発生件数【5 月】
（　）内は年の累計

火災 件数 0(1) 件
損害額 0(0)千円

救急 件数 75(408) 件

交通
事故

件数 8(35) 件
傷者数 9(46) 人
死者数 0(0) 人

※�調査中などで反映が遅れる場
合があります。

今月の町税など
口座振替日

【納期限】7月 31日㈭
●固定資産税（2期）
●国民健康保険税（2期）
●後期高齢者医療保険料（1期）
●保育料（7月分）
※�振替日の前日（営業日）ま
でにご入金ください。
※�口座振替日の年
間スケジュール
はこちらから。

一般

講座

相談

募集

イベント

試験

　社協へ寄付いただきました。頂
いた寄付は、地域福祉のため有意
義に活用します。
▼香典返し寄付（敬称略）

問広川町社会福祉協議会
☎ 0943-32-3768

　良好な町の景観を維持し、事故
を防止するため、はり紙、はり札、
立て看板などの違反広告物を随時
撤去します。
　7月 25 日㈮～ 31 日㈭、町内
全域の違反広告物を撤去します。
違反広告物設置者は自主的に撤去
してください。
問建設課都市計画係
☎ 0943-32-1157

広川町では自治体システムの標
準化を進め、7月 28 日から本格
稼働します。
　この変更は主に内部事務処理の
効率化が目的で、申請方法や受付
方法に変更はありません。システ
ムの標準化により、行政サービス
の効率化や住民サービスの向上、
将来的な経費削減を図ります。
　新システム導入直後は、窓口対
応にお時間をいただく場合があり
ます。皆さまのご理解とご協力を
お願いします。
問総務課財政係 
☎ 0943-32-1255

広川町社会福祉協議会
善意に感謝いたします

住所 寄付者 故人
太田 丸山照子 一男

長延下 吉住英男 井上孝生

古賀 𠮷村光榮 田代亮子

屋外違反広告物を
撤去します

自治体システム標準化の
実装と本格稼働

　犯罪や非行のない地域社会を築
くため、毎年 7月に全国で行わ
れている運動です。
　保護司会を中心に、更生保護女
性会などの各種団体と以下の活動
に取り組んでいます。
●街頭啓発活動
　町内の金融機関やスーパーで啓
発活動を行っています。
●八女地区青少年弁論大会
　広川町や八女市、筑後市の中高
生による弁論大会です。広川中学
校から毎年参加しています。
●作文コンテスト
　小中学生を対象としたコンテス
トで、各学校に案内を配布予定で
す。
問総務課総務係
☎ 0943-32-1255

●農地は適切な管理を
　遊休農地や荒廃した土地は、雑
草の繁茂や病害虫の発生、ゴミの
不法投棄、火災の原因など、周辺
環境に多大な悪影響を与えます。
　土地所有者は草刈りや耕起など
で定期的に管理してください。
● 農地の転用は県の許可が必要で

す
　農地を宅地や資材置場、駐車場
など、農地以外の用途に使用する
には工事前に県の許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用すると、
罰則が適用される場合があります。
　農地の貸し借りなどに関する相
談は、広川町農業委員会へご連絡
ください。
問【農地】広川町農業委員会
☎ 0943-32-1841
問【農地以外】環境課生活環境係
☎ 0943-32-1138

７月は「社会を明るくす
る運動」強化月間

農地の管理と転用
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　現在お持ちの保険証と資格確認
書の有効期限は令和 7年 7月 31
日です。
　7月下旬に、後期高齢者医療制
度加入のすべての人へ、8月から
使える新しい資格確認書（紫色）
を郵送します（マイナ保険証の有
無に関わらない）。
● 限度額適用・標準負担額減額認

定証は資格確認書へ併記
　8月から使える認定証は新たに
発行されません。
　令和 6年度以前に認定証を申
請済みの人は、新しい資格確認書
に限度額の適用区分が記入された
ものを郵送します。
問住民課国保・年金係
☎ 0943-32-1112

●パソコン入門講座
▼日時
8月 23日㈯、10:00 ～ 16:00
▼申込期限
8月 5日㈫
● Google スプレッドシート講座
▼日時
9月 3日～ 24日の毎週㈬㈮、
18:30 ～ 21:00
▼申込期限
8月 20日㈬

〈共通事項〉
▼場所
えーるピア久留米
▼定員
10人
▼申込方法
右のQRコードからお
申し込みください。
※受講無料、託児有 (6か月～ )
問久留米ひとり親サポートセンター
☎ 0942-32-1140

現在お持ちの保険証と資格確認
書の有効期限は令和 7年 7月 31
日です。
　7月中に、マイナ保険証の利用
登録をしている人へ「資格情報の
お知らせ」を郵送します。利用登
録をしていない人には「資格確認
書」を郵送しますので、ご確認を
お願いします。
● 限度額適用・標準負担額減額認

定証の申請
マイナ保険証の利用登録をして
いない人で、8月から使える認定
証の交付を希望する人は、8月以
降に国保・年金係で申請ください。
　利用登録している人は、マイナ
保険証のみで窓口負担が限度額ま
でに抑えられます。
問住民課国保・年金係
☎ 0943-32-1112

　地元企業の事業内容や採用情報
を直接聞ける貴重な機会です。ど
なたでもお気軽にご参加ください。
▼日時
7月 16日㈬、13:00 ～ 16:00
▼場所
広川町産業展示会館�2階大ホール
▼参加企業数（予定）
10社
※�詳細はホームページ
をご覧ください。

問産業課商工観光係
☎ 0943-32-1142

国保の新しい「資格確認書」
と「資格情報のお知らせ」

広川町合同会社説明会

後期高齢者医療の
新しい「資格確認書」

ひとり親サポートセン
ター就業支援講座

　本人の所得や世帯の課税状況な
どをもとに決定した今年度の介護
保険料について、決定通知書を 7
月下旬に発送します。
　特別な事情なく保険料を滞納す
ると、介護給付が差し止めになる
ことがありますので、忘れずに納
付ください。
▼納付方法
①年金から天引き
偶数月に介護保険料を差し引いた
額の年金が支給されます。
※ �65 歳になったばかりの人や転
入したばかりの人などは、年
金天引きをすぐに始めること
ができないため、②の方法で
納付ください。

②納付書・口座振替
8月～3月までの年８回払いです。
※�口座振替は納め忘れがなく安心
です。
※�スマートフォンなどを利用した
納付方法は、ホーム
ページをご覧くださ
い。

問福祉課高齢者支援係　
☎ 0943-32-1113

　病気の治療や手術などで輸血を
必要としている患者さんの尊いい
のちを救うため、献血のご協力を
お願いします。
▼日時
7月 30日㈬、10:00 ～ 11:30・
12:30 ～ 15:30
▼場所
広川町役場 1階多目的ホール
※�健康状態などにより、献血をご
遠慮いただく場合があります。

問福岡県赤十字献血センター
☎ 092-921-1400

65 歳以上の人は介護保
険料の納付を忘れずに

愛の献血にご協力を
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　言葉の発達が気になる、発音が
はっきりしない、人と話すことが
苦手などの相談を受け付けます。
▼対象
未就学児
※要予約
※�詳細はホームページ
をご覧ください。

問姫野病院言語聴覚科
☎ 0943-32-3611

お盆前後のし尿くみ取りは大変　
混み合います。8 月 9 日㈯まで
にくみ取りを希望する人は、㈲広
川衛生社（☎ 0943-32-0102）
に電話で予約ください。
▼予約期限
7月 18日㈮ 17:00
問環境課生活環境係
☎ 0943-32-1138

▼日時
8月 21日㈭、18:00 ～ 19:20
▼試験・申込場所
久泉公民館
▼持参物
HB以上の濃い鉛筆 3本、消しゴ
ム、水筒
▼申込日時
7月 19日㈯、8:30 ～ 14:00
（都合が悪い場合はお電話くださ
い）
▼検定料
2級3,500円、準2～4級2,500
円、5～ 7級 2,000 円、8～ 10
級 1,500 円
問久泉ふれあいのひろば　
☎ 090-4359-9337（代表：綾戸）

　介護予防に関する知識や技術を
習得できます。講座修了後は、介
護予防サポーターとして、介護予
防教室や健康教室などを行います。
▼対象　
町内在住で、介護予防サポーター
として活動することが可能な人
▼日時
【講義】�9 月 2 日 ㈫・16 日 ㈫・

30日㈫・10月 14日㈫、
9:30 ～ 11:00

【実技】�9 月 2 日㈫以降の毎週㈫、
13:30 ～ 15:00［全８回］

▼場所
町民交流センター「いこっと」　
▼申込期限
9月 1日㈪
問福祉課高齢者支援係
☎ 0943-32-1113

▼内容
体験型模擬裁判、クイズなど
▼対象
小学 5・6年生（要保護者同伴）
▼日時
7月 28日㈪、10:00 ～ 12:00
▼場所
福岡地方裁判所久留米支部
（久留米市）
▼定員
先着 20組
※�詳細はホームページ
をご覧ください。

問福岡地方裁判所久留米支部庶務係
☎ 0942-32-5387

介護予防サポーター
養成講座

夏休み裁判所
子ども見学会

姫野病院
「ことば」の相談室

　進路が定まっていない若者や保
護者からの相談に応じて情報提供
や支援機関の紹介を行います。
※�詳細はホームページ
をご覧ください。

問福岡県青少年育成課　
☎ 092-643-3388

▼内容
八女・筑後の戦争の話や関連資料
の掲示、ゲスト語り部など
▼日時
8月 10日㈰、10:00 ～ 15:00
▼場所
広川町役場 1階多目的ホール
▼主催
おはなしの会たまてばこ
▼後援
広川町、広川町教育委員会、広川
町立図書館
問おはなしの会たまてばこ
☎ 090-3666-1894（野田）

　相続登記や遺言書の作成、借金
問題など、日常生活の法律問題に
司法書士が無料で相談に応じます。
▼日時
8月 2日㈯、10:00 ～ 16:00
▼場所
久留米商工会館 5階大ホール
（久留米市）
▼予約期間
7月 10日㈭～�31 日㈭、
10:00�～ 16:00（㈯㈰㈷を除く）
※相談無料、要予約
※詳細はお問い合わせください。
問福岡県司法書士会事務局
☎ 092-722-4131

お盆のし尿くみ取り

福岡県若者自立相談窓口

漢字検定 2 級～ 10 級

戦後 80 年
平和のおはなし会

司法書士による
相続・遺言相談会



在宅当番医
※診療時間は、事前に電話などでご確認ください。　
�※�休日当番薬局は八女筑後薬剤師会ホームページをご覧ください。
広川町ホームページの下部「リンク集」からアクセスできます。

7月 6日㈰

姫野病院 広川町 ☎ 0943-32-3611

しろうず耳鼻咽喉科クリニック 久留米市 ☎ 0942-36-3387

馬田歯科医院 筑後市 ☎ 0942-52-8788

7 月 13日㈰

姫野病院 広川町 ☎ 0943-32-3611

立石耳鼻咽喉科医院 柳川市 ☎ 0944-72-3469

森田歯科医院 八女市 ☎ 0943-24-3055

7 月 20日㈰

広川病院 広川町 ☎ 0943-32-2001

宮城耳鼻咽喉科クリニック 筑後市 ☎0942-52-8733

やすなが歯科医院 八女市 ☎ 0943-23-0100

7 月 21日㈷

姫野病院 広川町 ☎ 0943-32-3611

かみむら耳鼻咽喉科 大牟田市 ☎ 0944-52-4426

山口歯科医院 筑後市 ☎ 0942-53-3256

7 月 27日㈰

姫野病院 広川町 ☎ 0943-32-3611

大渕耳鼻咽喉科クリニック 八女市 ☎0943-23-2811

高山歯科医院 筑後市 ☎ 0942-53-2728

線状降水帯に注意！

　線状降水帯とは、幅 20 ～ 50km・長さ 50 ～ 300km程度の線状に伸びる発達した雨雲群の名称で、
狭い範囲に大雨をもたらします。福岡県では、令和 5年 7月に線状降水帯が発生し、広川町・八女市
上陽町を中心に甚大な被害に見舞われました。線状降水帯は予報が難しく、
大雨への備えが遅れやすい危険性があるため、大雨警報や土砂災害警戒情報
などの気象情報を活用し、状況の把握と避難準備を行いましょう。

八女消防本部

▼対象
県内在住の循環器病（脳卒中・心
臓病など）患者やその家族
▼相談内容　
生活上の注意点や療養場所など
▼日時　
平日 9:00 ～ 16:00
▼場所
（独）国立病院機構九州医療センター
内循環器病総合支援センター（福岡市）
▼相談方法
電話、対面、インターネット
※相談無料、要予約
※�詳細はホームページ
をご覧ください。

問 （独）国立病院機構九州医療セ
ンター地域医療連携室

☎ 092-836-5003

●国民健康保険税の課税限度額　

●軽減措置に係る軽減判定所得額
　国保加入者世帯の前年中の所得（世帯主が国保に加入していない場合
も世帯主の所得を含む）が基準額を下回る場合、国保税の均等割と平等
割が 2～ 7割軽減されます。ただし、確定申告や町県民税を申告して
いない国保加入者がいる世帯は、軽減を受けることが出来ません。

問住民課国保・年金係　☎ 0943-32-1112

循環器病の相談国民健康保険税の課税限度額、軽減措置に係る
軽減判定所得額が変わりました
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区分 現行 改正後
医療保険分 650,000 円 660,000 円
後期高齢者支援分 240,000 円 260,000 円
介護保険分 (40 ～ 64 歳） 170,000 円 170,000 円
合計 1,060,000 円 1,090,000 円

区分 基準額
7 割軽減世帯 43 万円 +10 万円×（世帯内の給与所得者等 -1）以下

5 割軽減世帯 43 万円 +30.5 万円×世帯内の被保険者数 +10 万円×
（世帯内の給与所得者等 -1）　以下

2 割軽減世帯 43 万円 +56 万円×世帯内の被保険者数 +10 万円×
（世帯内の給与所得者等 -1）以下




